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日野川の取水制限を５％に引き下げ 
～日野川流域水利用協議会で決定しました～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取材を希望される場合は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

マスクの着用、身体的距離の確保等ご協力をお願いします。 

【問合せ先】 

国土交通省 日野川河川事務所    

副所長（技術） 岡﨑 ☎ 0859-27-5484（代表） 

事業対策官）   稲田 ☎ 0859-27-2420（直通） 

本日の「日野川流域水利用協議会（第２回）」におい
て、今後の取水制限について協議した結果、明日６月
７日（火）午前９時から取水制限率を一律５％に引き
下げることを決定しました。 

 
日野川流域においては、令和４年５月２６日午前９時より、流域利水

者（発電を除く）全てにおいて、取水量を一律５％削減する取水制限を
実施しておりましたが、まとまった降雨がなくさらに流況が悪化したた
め、令和４年６月４日午前９時からは、一律１０％に引き上げで取水制
限を実施しておりました。 
昨日からの降雨により、一時的な流況の改善が見られたため、取水制

限率を５％に引き下げることにしました。 
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